
第３期恵庭市人材確保計画の策定について 
＜経緯＞ 

 令和６年２月９日 恵庭市人材確保計画推進委員会にて素案について了承をいただく。 

＜第２期からの主な変更点＞ 

ページ 変更箇所 変更内容 

第１部 

P1～2 

１ 恵庭市人材確保計画策定の趣旨 現状に合わせた文言の修正・追加・削除 

３ 計画期間 
令和６年度から令和８年度までとするため、文言の修

正・追加、表の変更 

第２部 

P3～5 

１ 市内企業の人材不足 
令和５年度に実施したアンケート結果の記載に変更、

現状に合わせた文言の修正・追加・削除、表の変更 

２ 市内学卒者等の市外流出（人材流出） 現状に合わせた文言の修正・削除、表と図の変更 

３ 就業率（若年者・女性・高齢者・障がい

者・外国人など） 

令和２年度国勢調査及び、令和５年度に実施したアン

ケート結果の記載に変更、現状に合わせた文言の修正・

追加・削除、表の変更 

第３部 

P6～11

施策体系の図中

恵庭市が展開する事業 

1.マッチング機会の提供 

（６）「恵庭市中小企業振興審議会」からの意見に基づ

く事業の実施』を追加 

施策体系の図中

恵庭市が展開する事業 

2.多様な働き手の確保 

（４）就職氷河期世代の就労環境の整備 

（５）障がい者の就労環境の整備 

 上記２項目を追加 

２ 計画の方向性 
・現状に合わせた文言の修正 

・上記施策体系の図の変更と同様に項目の追加変更 

３ 具体的な施策と目標値 

・上記、施策体系の追加に伴い変更 

・(1)～(3) 着手時期を「令和６年度～」に変更 

・(2)目標値～従業員が不足していると回答した企業

の割合の減  (令和５年度の調査で従業員が不足して

いる」と回答した企業の割合 61.6％が、次回調査時に

おいて減少すること。)に変更。 

＜今後の予定＞ 

 本委員会でのご議論を踏まえ、計画を成案化いたします。 

資料№４ 
経済建設常任委員会所管事務報告資料 
令和６年３月８日【経済部商工労働課】

-1-



6 8

-2-



-3-



-4-



-5-



-6-



-7-



-8-



-9-



-10-



-11-



-12-



-13-



-14-



-15-



-16-


